
1  

岩手県立大学グレードポイントアベレージ制度運用規程 

 

制定 平成 24 年 4 月 1 日規程第 8 号 

改正 平成 25 年 3 月 29 日規程第 13 号 

改正 令和３年１月 25 日規程第１号  

 

（目的） 

第１条 この規程は、岩手県立大学、岩手県立大学大学院、岩手県立大学盛岡短期大

学部及び岩手県立大学宮古短期大学部（以下「本学」という。）における履修科目

の成績の平均数値であるグレードポイントアベレージ（以下「ＧＰＡ」という。）

を算出する制度を定めることにより、学生の学修意欲を高めるとともに、厳正な成

績評価と適切な修学指導に資することを目的とする。 

 

 （ＧＰの付与） 

第２条 岩手県立大学学則（平成 17 年学則第 1 号。以下「大学学則」という。）第 21

条（岩手県立大学大学院学則（平成 17 年学則第 4 号。以下「大学院学則」という。）

第 19 条において準用する場合を含む。）、岩手県立大学盛岡短期大学部学則（平成

17 年学則第 2 号。以下「盛岡短大部学則）という。）第 20 条及び岩手県立大学宮古

短期大学部学則（平成 17 年学則第 3 号。以下「宮古短大部学則」という。）第 24

条に定める成績評価について、次の表の上欄に掲げる成績の評語の区分に応じ、同

表の下欄に掲げるグレードポイント（以下「ＧＰ」という。）を付与する。 

成績の評語 秀 優 良 可 不可 

グレードポイント ４ ３ ２ １ ０ 

 

 （ＧＰＡの種類及び計算式） 

第３条 ＧＰＡは、当該学期における学修の状況及び成果を示す指標としてのＧＰＡ

（以下「学期ＧＰＡ」という。）、当該年度における学修の状況及び成果を示す指

標としてのＧＰＡ（以下「年度ＧＰＡ」という。）並びに在学中における全期間の

学修の状況及び成果を示す指標としてのＧＰＡ（以下「通算ＧＰＡ」という。）の

３種類を算出するものとする。 

２ 学期ＧＰＡ、年度ＧＰＡ及び通算ＧＰＡの計算式は次のとおりとし、算出された

数値に小数点第３位以下の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。 

(１) 学期ＧＰＡの計算式 

 ൫当該学期に評価を受けた GPA 対象科目で得た GP × 当該科目の単位数൯の合計

当該学期に評価を受けた GPA 対象科目の単位数の合計

 

(２) 年度ＧＰＡの計算式 
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൫当該年度に評価を受けた GPA 対象科目で得た GP × 当該科目の単位数൯の合計

当該年度に評価を受けた GPA 対象科目の単位数の合計

 

 

 

(３) 通算ＧＰＡの計算式 

൫在学中に評価を受けた全 GPA 対象科目で得た GP × 当該科目の単位数൯の合計

在学中に評価を受けた全 GPA 対象科目の単位数の合計

 

 

 （ＧＰＡ対象科目） 

第４条 ＧＰＡ算出の対象とする授業科目は、次に掲げるとおりとする。ただし、岩

手県立大学大学院における授業科目は、研究科委員会において必要と認めた場合に

限り、ＧＰＡ算出の対象とする。 

(１) 秀、優、良、可又は不可の５段階の評価によって成績を認定し、かつ、当該 

修得単位を卒業又は修了の要件として算入することができる授業科目 

(２) 大学学則第 22 条、盛岡短大部学則第 21 条及び宮古短大部学則第 25 条に基づ

き他の学部、大学又は短期大学等において履修した授業科目を本学における授業科

目の履修により修得したものとしてみなす授業科目のうち、前号の要件を満たす授

業科目 

(３) 大学学則第 23 条、盛岡短大部学則第 22 条及び宮古短大部学則第 26 条に基づ

き大学以外の教育施設等における学修を本学における授業科目の履修により修得

したものとしてみなす授業科目のうち、第１号の要件を満たす授業科目 

(４) 大学学則第 24 条、大学院学則第 13 条、盛岡短大部学則第 23 条及び宮古短大

部学則第 27 条に基づき本学入学前に大学、大学院又は短期大学において履修した

授業科目を、本学における授業科目の履修により修得したものとしてみなす授業科

目のうち、第１号の要件を満たす授業科目 

２ 前項各号の規定にかかわらず、教授会又は研究科委員会において必要と認めた場

合には、卒業又は修了の要件として算入することができる授業科目以外の授業科目

をＧＰＡ算出の対象科目として加えることができる。 

 

 （ＧＰＡの通知） 

第５条 学生へのＧＰＡの通知は、学内情報システムにより行うものとする。 

２ 学生の学業成績証明書には、ＧＰＡを記載しない。 

 

 （補則） 

第６条 この規程に定めるもののほか、ＧＰＡ制度の運用に関し必要な事項は、学長

が別に定める。 
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   附 則 

この規程は、平成 24 年４月１日から施行し、平成 24 年度に本学の１年次に入学し

た者から適用する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規程は、令和３年２月１日から施行する。 

 

 


